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問〒８７７-８６０１（住所記載不要） 地域振興課地域活動支援係☎㉒７５１５（市役所６階）

▶対象　次の全てを満たす人
①日田市に住所がある人
②�地域の伝統や風習になじんでおり、集落の実情や地理

に詳しい人
③�地域の振興に意欲があり、住民や行政職員等と十分に

コミュニケーションが取れる人
④�普通自動車運転免許と活動に使用できる車両を所有

し、運転経験が1年以上ある人
▶主な活動地区と募集数
・天瀬、大山　各地区２人
・前津江、中津江、東有田、大鶴、夜明、五和　各地区１人

募集 令和８年度集落支援員を募集します

　「地域のために頑張りたい」といった、地域の活性化に意欲がある人の申込みをお待ちしています。

▶身分　市長が「集落支援員」として委嘱
※市職員として採用するものではありません。
▶活動期間　委嘱日～令和９年３月31日
▶活動時間　月150時間
▶報酬　　　月額18万円（別途、活動経費を支給）
※�活動時間が月150時間に満たない場合は減額。
※賞与、退職金はありません。
▶�応募方法　�１月２３日㈮（必着）までに、応募書類を下

記に提出（郵送可）

詳細や応募書類のダウンロードはこちら▶

応募受付後、第１次審査（書類選考）と第２次審査（面
接）を行います。第２次審査の日時・場所等は、第１
次審査の合格者に個別に連絡します。

【農業委員】
▶対象　次の全てを満たす人
・原則、日田市に住所がある人
・�農業に関する識見があり、農業委員会の職務を適切に

行える人
▶募集数　１９人（区域設定なし）
▶任期
　７月20日～令和11年７月19日（3年間）
▶推薦・応募方法
　�「�農業委員推薦書」又は「農業委員応募書」に必要事

項を記入の上、下記に提出（郵送可）

問〒８７７-８６０１（住所記載不要） 農業委員会事務局☎㉒８２１３（市役所３階）

募集 農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します

　現在の農業委員と農地利用最適化推進委員が、７月19日㈰をもって任期満了となるため、新たな委員を募集します。

【農地利用最適化推進委員】
▶対象　次の全てを満たす人
・原則、日田市に住所がある人
・�農地利用の最適化の推進（農地利用集積、耕作放棄

地防止等）に熱意と識見があり、担当する区域で現場
活動ができる人

▶募集数　１９人（各区域１人）
▶任期　委嘱した日～令和11年７月19日（約3年間）
▶推薦・応募方法
　「�推進委員推薦書」又は「推進委員応募書」に必要事

項を記入の上、下記に提出（郵送可）

推薦を受けた人と応募した人の中から候補者を決定し、
市議会の同意を得た上で、市長が任命します。

推薦を受けた人と応募した人の中から選定し、農業委
員会が委嘱します。

【共通事項】
▶推薦・応募期間　２月３日㈫～３月２日㈪
▶推薦書・応募書・募集要項の備付け場所
・農業委員会事務局（市役所３階）　・各振興局・振興センター　・市ホームページ（ダウンロードはこちら▶）

▶対象者（日田市に住民登録をしている人）
　�これまでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがある人は

対象外です（医師が必要と認めた場合は対象）。
①�年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、

95歳、100歳を迎える人、100歳以上の人
※４月中に個別に案内を通知しています。
②�60～64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障

害がある人（身体障害者障害程度等級表１級相当）
※�②に該当する人は、医療機関、健康保険課のいずれか

にお問い合わせください。
▶自己負担額
　（助成は生ワクチン1回のみ、組換えワクチン2回）
・生ワクチン　2,500円　
・組換えワクチン　6,500円／回
▶持参するもの
①個別通知に同封した予診票
②本人確認ができるもの（マイナンバーカード等）
③身体障害者手帳等・各証明書など（該当者のみ）

健康・福祉 帯状疱疹ワクチンの定期接種はお早めに！

次の人は、接種時に下記のいずれか1つの証明書を
医療機関に提示すると無料です（証明書の提示がな
い場合、無料にならないことがあります）。

■生活保護を受けている人
・�生活保護受給証明書（福祉支援課で取得）
・診療依頼証
■市県民税非課税世帯の人
・�後期高齢者医療資格確認書
　（�資格確認書の限度区分欄に「区Ⅱ」、「区Ⅰ」の

いずれかの記載がある人のみ）
・介護保険負担限度額認定証
・非課税証明書
　（税務課、各振興局・振興センターで取得）

接種期限 ３月３１日㈫

　令和7年4月から、帯状疱疹の予防接種が定期接種となりました。接種を希望する人は、かかりつけ医と相談し、必ず事前
予約をしてください。県外の医療機関で受ける場合は、事前に個別の手続が必要です。下記にお問い合わせください。

組換えワクチンの場合は、2回の接種が必要です。1回目から2回目までの接種間隔は2か月以上必要なため、
費用助成を受けるには、1月末までに1回目を接種してください。注意

問健康保険課感染症対策係☎㉒８２４３（市役所６階）

詳細や実施医療機関は、個別に通知している案
内や市ホームページをご確認ください▶

ワクチン接種では、副反応による健康被害が起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けられないことから、救済
制度が設けられています。制度の詳しい内容は、下記にお問い合わせください。

国の安全基準への適合と、対象年齢や使用上の注意
事項の表示が義務化され、これらの基準を満たした証
として導入されたのが「子供PSCマーク」です。

お知らせ 「子供PSCマーク」と対象年齢を確認しましょう！

　令和７年１２月２５日から、「乳幼児用ベッド」と「乳幼児
用玩具（３歳未満向け）」への「子供PSCマーク」の表示
が始まりました。

問九州経済産業局消費者相談室☎０９２‐４８２‐５４５８
　消費生活センター☎㉒９３９３（市役所６階）

乳幼児用のベッドやおもちゃの購入時は、

「乳幼児用ベッド」
 �特別特定製品である子供用特定製品

「乳幼児用玩具（３歳未満向け）」
 �特別特定製品以外の子供用特定製品

　ただし、「乳幼児用ベッド」は、令和9年3月24日まで
は現行のひし形PSCマークが表示された製品も販売され
ます。また、施行日以前に製造・輸入された「乳幼児用
玩具」は、「子供PSCマーク」の表示がなくても販売でき
ることとなっています。その場合は、（一社）日本玩具協会
が“安全面について注意深く作られたおもちゃ”として推
奨する「STマーク」の確認をおすすめします。

PSCマーク STマーク

※募集内容は変更になる場合があります。その際は市ホームページ（上記二次元コード）でお知らせします。


